
      大船渡支部だより            令和 8年 5月１日  

(公財)岩手労働基準協会大船渡支部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「各種講習会・受講希望者受付中」 

５月２６日（火）         足場の組立て等の業務特別教育 

  ５月２７日（水）         酸素欠乏危険作業特別教育 

  ５月２８日（木）～２９日（金） アーク溶接業務特別教 

  ６月 １日（月）         刈払機作業従事者教育 

  ６月 ２日（火）～ ３日（水） 職長・安全衛生責任者教育 

  ６月 ８日（月）         粉じん作業特別教育 

  ６月 ９日（火）～１１日（木） 玉掛け技能講習 

  ６月１６日（火）         自由研削と石取替え業務特別教育 

  ６月１８日（木）～１９日（金） 高所作業車技能講習 

  ６月２３日（火）         低圧電気取扱作業者特別教育 

  ７月 ７日（火）         職長能力向上教育 

  ７月２８日（火）～２９日（水） 職長教育 

  ８月 ５日（水）         危険予知及びリスクアセスメント講習会 

  ８月１８日（火）～２１日（金） フォークリフト運転技能講習 

  ８月２５日（火）～２７日（木） 小型移動式クレーン運転技能講習 

  ９月 １日（火）         テールゲートリフター操作業務特別教育 

 

 

※受講者数が決まりましたら予約も受け付けておりますので、連絡をお待ちしております。 

※各種講習会の予定等は当協会のホームページで閲覧でき、申込書のダウンロードもできます。 

  

岩手労働基準協会ホームページ 

              http  ： //honbu.iwateroukikyo.com/ 

 

危険の芽 摘んで安全 咲く笑顔  （令和８年中災防年間標語） 

〜ご挨拶〜  

  新緑の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

   管内の令和７年度における労働災害発生状況につきましては、３年連続で死亡災害０件、休業４日以上 

の死傷者数は６５件（前年５９件）と２年連続で県内最少の結果となっております。 

日頃から皆様の安全に対する危機管理能力が高い賜物と心より感謝申し上げます。 

 また、「STOP！熱中症クールワークキャンペーン」が、５月から９月まで展開されます。 

キャンペーンでは、すべての職場において今年３月に定められた 

「職場における熱中症防止のためのガイドライン」に基づく対策を講じるよう呼びかけられています。 

事業者さんは、熱中症予防に関する周知・啓発を推進するようにお願いいたします。 



 

 

公益財団法人 岩手労働基準協会 大船渡支部 

 〒 022-0003  岩手県大船渡市盛町字中道下２－２５ 大船渡商工会議所別棟２階 

      ☎ ： 0192-47-3882  FAX ： 0192-４７－3887     

      H.P. http  ： //honbu.iwateroukikyo.com/  

        e-mail ： ofunato@iwateroukikyo.com 

「職長・安全衛生責任者教育とは！」 ６月２日（火）～３日（水） 開催予定 

 ◎労働安全衛生法第６０条に基づく職長教育をしてまいりましたが、建設現場等では、職長が 

安全衛生責任者を兼務することが多いため「職長教育」と「安全衛生責任者教育」の一体的な 

教育をすることが合理的であることから「職長・安全衛生責任者教育」を実施しております。 

「職長能力向上教育とは！」 ７月７日（火） 開催予定 

◎事業者は、職長に対して、法定の「職長等の教育」を終了後、 

労働安全衛生法第１９の２第１項の規定に基づき、 

定期的（概ね５年ごと）に再教育を行うなどレベルアップを図り、 

能力向上を充実させることが義務付けられております。 

「職長教育とは！」 ７月２８日（火）～２９日（水） 開催予定 

 ◎労働安全衛生法第６０条では、事業場で新たに職長等の第一線現場監督者に就くことになった 

者に対して事業者は安全又は衛生のための教育を行わなければならないこととなっております。 

  ＊２０２３年４月から教育実施が義務化になりました。 

    法改正により、職長教育の対象業種に以下の業種が追加されました。 

   1）「食料品製造業」 

    ・食料品製造業のうち「うま味調味料製造業・動植物製造業」は、すでに職長教育の対象でした。 

   2）「新聞業、出版業」 

   3）「製本業、印刷物加工業」 

「危険予知及びリスクアセスメント講習会とは！」 ８月５日（水） 開催予定 

 ◎岩手県内における労働災害が増加傾向にあります。 

増加の要因は危険に対する感性・教育不足等が大きなウエートを占めています。 

   このような労働災害を防止するために KY（危険予知）活動と 

安全衛生管理の手法として RA（リスクアセスメン）があります。 

   「職長・安全衛生責任者能力向上教育とは！」 ９月１０日（木） 開催予定 

 ◎職長等及び安全衛生責任者の職務に従事する者についてその職務に従事することとなった後、 

   概ね５年ごと及び機械設備等に大幅な変更があったときは、能力向上に準じた教育を行わな 

ければならないことになっております。 
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